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高砂市交通安全対策会議委員名簿 

                           

高砂市交通安全対策会議特別委員名簿 

 

No 役    職    名 氏        名 

1 高砂市長 都 倉 達 殊 
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20 高砂市老人クラブ連合会会長 阿部 伊三男 

21 高砂市心身障がい者連絡協議会会長 寺 延 順 市 
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23 高砂安全運転管理者部会副会長 西野 健太郎 

No 役   職   名    氏    名 
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2 山陽電気鉄道㈱執行役員鉄道事業本部運転車両部長 井 上 俊 行 
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高砂市交通安全対策会議幹事名簿 

No 役    職    名 氏        名 

1 
国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所道路管理

第二課長 
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2 
兵庫県東播磨県民局加古川土木事務所 

道路第二課長 
福 﨑  誠 

3 兵庫県高砂警察署交通課長 山 田 和 弘 

4 高砂市都市創造部長 井 上 陽 介 

5 高砂市教育委員会教育部長 木 田  匠 

6 高砂市福祉部長 森 岡 修 平 

7 高砂市健康こども部長 藤田 將太郎 

8 西日本旅客鉄道㈱加古川駅駅長 江 藤 友 広 

9 山陽電気鉄道㈱鉄道事業本部運転車両部運転課長 南 山  壽 

10 高砂交通安全協会事務局長 多 田 昌 彦 

事務局 
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（１）高砂市内における交通事故発生状況       令和 7年 9月末現在 
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（２）令和７年度 交通安全対策事業 

①国土交通省 姫路河川国道事務所  
  

事業名 事業内容 場所 進捗状況 

交通安全対策事業 
防護柵、照明灯、標識

等の設置 

姫路河川国道事務所

管内 
随時実施 

国道２号２９号区画線修繕

工事 
区画線修繕工事 

姫路河川国道事務所

管内 
随時実施 

国道２号２９号舗装修繕他

工事 
舗装修繕工事 

高砂市阿弥陀町 

（バイパス本線） 

令和 7年 9月 2日～ 

令和 8年 3月 31日 

国道２号東部地区他道路維

持工事（維持修繕） 

道路巡回、道路整備、

道路維持工事 

姫路河川国道事務所

管内 
随時実施 

令和 7年 9月末現在 
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②兵庫県加古川土木事務所 

令和７年度 安全対策事業                         令和 7年 9月末時点 

事業名 路線名 事業内容 場所 実施時期 地図 

防災・安全

交付金事

業 

   

 

 

 

 

 

(一)明石高砂線 【相生橋西詰交差点改良事業】 

・相生橋上部工拡幅工事 

 

・相生橋橋梁付属物工事 

 

・相生橋交差点改良工事 

 

 

高砂町 

 

 

・R1.10 

～R7.5 

・R6.10 

 ～R7.7 

・R6.10 

 ～R8.3 

 

① 

(一)曽根停車場線 【歩道拡幅事業】 

・道路拡幅工事（その１） 

 

阿弥陀町 

 

 

・R6.11 

 ～R7.6 

 

② 

(一)明石高砂線 

 

【自転車通行空間整備事業】 

・自転車通行空間整備工事（その３） 

 

・自転車通行空間整備工事（その４） 

 

 

・自転車通行空間整備工事（その５） 

荒井町 

 

 

・R6.10 

～R7.5 

・R7.3 

 ～R7.9 

・R7.9 

～R8.3 

 

③ 

道路環境

整備事業 （一）伊保宝殿停車場線 ・路肩拡幅工事 竜山 
・R7.12 

 ～R8.3 
④ 

道路改良

事業 
(一)伊保阿弥陀線 ・道路改良工事 魚橋 

・R7.12 

 ～R8.3 
⑤ 

道路橋梁

維持修繕

事業 

県管理の国道 

・県道 

舗装の段差、ひび割れ、わだち等の 

補修 

市内全域 随時実施  

 

交通事故

防止対策

事業 

県管理の国道 

・県道 

区画線、防護柵、照明灯、標識等の 

設置補修 

市内全域 随時実施  

  

 

 

※その他、橋梁耐震補強工事、橋梁修繕工事を実施 

【橋梁耐震補強】：庵ノ下橋、住吉橋、播州大橋（R7は加古川市域） 

【橋梁補修】  ：相生橋、庵ノ下橋、無名橋姫路Ⅱ、播州大橋（R7は加古川市域） 
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令和８年度予定 安全対策事業                 

事業名 路線名 事業内容 場所 実施予定時期 地図 

防災・安

全交付金

事業 

   

 

 

 

 

 

 

 

(一)明石高砂線 【相生橋西詰交差点改良事業】 

・相生橋仮橋撤去工事 

 

 

高砂町 

 

 

・R8.9 

 ～R9.3 

 

① 

(一)曽根停車場線 【歩道拡幅事業】 

・道路拡幅工事（その２） 

 

阿弥陀町 

 

 

・R8.10 

 ～R9.6 

 

② 

(一)明石高砂線 

 

【自転車通行空間整備事業】 

自転車通行空間整備工事（その６） 

 

 

荒井町 

 

 

・R8.4 

～R8.9 

 

③ 

道路橋梁

維持修繕

事業 

県管理の国道 

・県道 

舗装の段差、ひび割れ、わだち等の 

補修 

市内全域 随時実施  

 

交通事故

防止対策

事業 

県管理の国道 

・県道 

区画線、防護柵、照明灯、標識等の 

設置補修 

市内全域 随時実施  

  

 

 

※その他、橋梁耐震補強工事、橋梁修繕工事を実施 

【橋梁耐震補強】：庵ノ下橋、住吉橋、播州大橋 

【橋梁補修】  ：相生橋、庵ノ下橋、播州大橋 
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 令和７年度安全対策事業                          令和 7年 9月末現在 

事 業 名 事  業  内  容 場 所 進 捗 状 況 地図 

交通安全施設設置事業 

防護柵、照明灯、標識等の設

置、維持管理 
市内 随時実施  

区画線、カラー路面標示の設

置、維持管理 
市内 随時実施  

道路反射鏡の設置、維持管理 市内 随時実施  

自転車道等整備事業 

自転車ネットワーク整備工事 

自転車通行帯等の整備 

450ｍ 

荒井町 

令和 7年 9月 9日～ 

令和 8年 2月 27日 

（予定） 

① 

狭あい道路整備事業 狭あい道路の拡幅整備 市内 随時実施  

JR曽根駅周辺整備事業 

春日野・牛谷準幹線道路整備 

工事 

道路の拡幅 220ｍ 

春日野町 

令和 7年 5月 27日～ 

令和 8年 2月 27日 

（予定） 

② 

魚橋・阿弥陀準幹線道路整備 

工事 

道路の拡幅 50ｍ 

阿弥陀 

１丁目 

令和 7年 9月 24日～ 

令和 8年 2月 27日 

（予定） 

③ 

 

③-2.高砂市教育部 

                 令和 7年 9月末現在  

事 業 名 事 業 内 容 場 所 進 捗 状 況 地図   

高砂市通学路安全対策 

連絡会議 

高砂市通学路交通安全プログ

ラムに基づく道路管理者、高

砂警察署、教育委員会による

通学路の安全点検及び整備 

米田西小学校 

米田小学校 

高砂小学校 

伊保小学校 

 

令和 7年 7月 22日 

 

⑤-1 

⑤-2 

⑤-3 

⑤-4 

阿弥陀小学校 

中筋小学校 

北浜小学校 

曽根小学校 

令和 7年 7月 25日 

⑥-1 

⑥-2 

⑥-3 

⑥-4 

通学路安全点検（高砂小学校）            通学路安全点検（北浜小学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-1.高砂市都市創造部 
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高砂小学校通学路⑤-3 

米田西小学校通学路⑤-1 

伊保小学校通学路⑤-4 

阿弥陀小学通学路⑥-1 

2 

曽根小学校通学路⑥-4 

中筋小学校通学路⑥-2 

北浜小学校通学路⑥-3 

米田小学校通学路⑤-2 
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④高砂警察署 

                                    令和 7年 9月末現在 

事業名 事業内容 場所 進捗状況 地図 

交通事故防止対策 

横断歩道更新 高砂市曽根町 989-9先 

市内全域随時実施 

① 

はみ出し禁止更新 高砂市伊保 1丁目 5-1地 ② 

横断歩道更新 高砂市米田町米田新 186-3先 ③ 
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（３）令和７年度 交通安全運動実施状況 

                                              令和 7年 9月末現在 

趣 旨        

  各種交通安全運動を実施することにより、地域住民の交通安全知識を普及し、交通安全意識の高揚を

図るとともに、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付け、地域社会全体で交通安全に取

り組む意識を育み、事故のない安全な交通社会を実現することを目的としています。 

運動の種別         

（１）期間を定めて実施したもの。       

運動名 期間 主な運動内容 

春の全国交通安全運動 4月 6日（日）～4月 15日（火） 
○白バイとの記念撮影、JAF
のシートベルトコンビンサ
ー体験、交通安全教室等ブー
スを設け、交通安全運動の目
玉イベントとして啓発活動
を実施した。 
 
○通学時間帯において登校
児童生徒の安全な通学を目
的とした保護誘導活動を実
施した。 
 
○外国人実習生に向けた自
転車のルール周知を目的と
した交通安全教育を実施し
た。 
 
○安全運動期間中の恒例行
事で、管内の小学生児童がド
ライバーに対して、花束と交
通安全メッセージを手渡し、
安全運転を呼びかけた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車交通安全教室（向島公園） 

夏の交通事故防止運動 7月 15日（火)～7月 24日（木） 
○市役所駐車場において市
長・警察署長のもと、防犯・
交通安全を目的とした出発
式と啓発グッズの配付と啓
発活動を実施した。 
 
○通学路の横断歩道付近に
おいて、交通安全幟旗を掲出
し、車両運転者に対する啓発
活動を実施し、横断歩道合図
運動の周知を図った。 
 
○高齢者を対象とした自転
車安全利用の交通安全教室
を実施した。 
 
○電動キックボードの安全
な利用を呼び掛けるためキ
ックボードの試乗と安全利
用啓発キャンペーンを高校
生と協同し実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動キックボードの安全な利用キャンペーン（高砂市役所） 
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秋の全国交通安全運動 9月 21日（日)～9月 30日（火） 
○白バイのデモ走行、子ども
免許証交付、電動キックボー
ド試乗会等を実施した。 
 
○大型商業施設において、市
内小学生が描いた交通安全
ポスターの入賞、入選作品 38
作品を展示し、交通事故防止
の啓蒙活動を行った。 
 
○伊保小学校 4年生児童を対
象に自転車交通安全教室を
実施した。 
 
○ハイビーム活用路線にお
いて横断歩行者の事故防止
を目的としたキャンペーン
を実施した。 
 
○高齢者を対象に高齢者ド
ライバーの事故防止等につ
いて、講話と DVDによる交通
安全講習会を実施した。 
 
○安全運動期間中の恒例行
事で、管内の小学生がドライ
バーに対して、花と交通安全
メッセージを手渡し、安全運
転を呼びかけた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花とメッセージ渡し（国道 2号阿弥陀交差点） 

実施団体  

高砂市 高砂警察署 東播磨県民局 高砂交通安全協会 高砂自家用自動車協会 高砂安全運転管理者部会  

高砂地域交通安全活動推進委員協議会 JAF兵庫支部事業課 兵庫県立松陽高等学校 

 

(実施予定) 

運動名 期間 主な運動内容 

年末の交通事故防止運動 12月 1日（月）～12月 10日（水） 

○商業施設にて来店者に対
し飲酒運転根絶のチラシ等
を手渡して飲酒運転による
事故防止を呼びかける。 
 
〇高齢者等の早朝薄暮時の
交通事故防止を呼びかける。 
 
○中筋小学校3年生児童を対
象に自転車交通安全教室（実
技）を実施予定。 
 
〇米田小学校3年生児童を対
象に自転車交通安全教室を
実施予定。 
 

実施団体  

高砂市 高砂警察署 東播磨県民局 高砂交通安全協会 高砂自家用自動車協会 高砂安全運転管理者部会  

兵庫県県民生活部くらし安全課交通安全対策班 高砂地域交通安全活動推進委員協議会  
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（２）日を定めて実施したもの。 

運動名 期日 実施場所 実施団体 

高齢者宅戸別訪問活動 毎月下旬 高齢者宅等 
警察・地域交通安全活動

推進委員協議会・交通安

全協会 

国道２号交通安全啓発活動 
（花とメッセージ渡し） 
 

4月 15日（火） 
 
9月 30日 (火) 

国道 2号（阿弥陀交差点） 

阿弥陀小学校・市・県民

局・警察・交通安全協会・

自家用自動車協会・地域

交通安全活動推進委員協

議会・安全運転管理者部会 

高砂通運㈱ 

 

（３）対象を定めて実施したもの。（予定を含む）     

運動名 期日 実施場所 実施団体 

自転車安全利用の日 毎月 2日 
自転車事故防止重点路線 

（市内 3箇所交差点等） 

市・警察・交通安全協会・

自家用自動車協会・地域

交通安全活動推進委員協 

議会・㈱神戸製鋼所・㈱

カネカ・㈱三菱重工 

｢ストップ・ザ・交通事故」 

県民運動 
毎月 15日 市内商業施設 

県民局・市・警察・交通
安全協会・自家用自動車
協会・地域交通安全活動
推進委員協議会 

 

（４）高砂市明るい安全安心まちづくり市民大会 

名称 実施日時 実施場所 実施団体 内容 

高砂市明るい安全安心まちづ

くり市民大会 

・高砂交通安全協会婦人部によ 

る交通事故防止アトラクショ 

ンなど 

11月 15日（土） 文化会館 

 

大会実行委員会 

(市・警察・交通 

安全協会・防犯

協会) 

交通安全ポスター表彰式

と作品の展示。 

犯罪・交通事故などのな

い、明るい、安全で安心

して暮らせるまち「高砂」

を目指すため、式典等を

行う。 

 

令和７年度 交通安全ポスター入賞作品(他４作品、合計８作品入賞)/応募数１５０作品 
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（５） 踏切事故防止運動の実施状況              

 

①  西日本旅客鉄道㈱                          令和 7年 9月末現在 

行事名 期間 実施場所 内容 

春の交通安全運動 

 

４月 6日(日) 

～ 

４月 15日(火) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜交通安全運動の取組み＞ 

 

・駅頭でのポスター、懸垂幕の掲出による啓

発活動 

 

・駅構内及び車内での放送によるお客様への

周知 

 

・SNS を活用した啓発や、駅ディスプレイで

の映像放映等 

 

・要注意踏切等での啓発活動（ノベルティの

配布等）の実施 

 

・踏切安全に関する沿線の学校・園や自治会、

自動車教習所等への啓発活動の実施 

 

・ホームページ上の踏切事故防止コンテンツ

の案内 

秋の交通安全運動 

 

9月 21日(日)

～ 

9月 30日(火) 
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② 山陽電気鉄道㈱                             令和 7年 9月末現在 

行事名 期間 実施場所 内容 

春の全国交通安全運動 

（事前協力依頼） 
3月 24日（月） 

高砂市内     

幼稚園・小・中学校 

沿線の高砂市内の学校に対して
啓発文書を送付した。 

自転車安全利用 

街頭啓発 
5月 7日（水） 神鋼前踏切道 

高砂市・高砂警察署・企業等が協
力して実施している活動に参加
し、啓発活動を行った。 

春の全国交通安全運動 
4月 6日（日） 

～15日（火） 

高砂駅・荒井駅・ 

伊保駅・山陽曽根駅

及び電車内 

各駅（市内 4駅）および電車内に

おいて、全国交通安全運動のポス

ター掲出と、啓発放送を実施し

た。また、各駅の情報ディスプレ

イに啓発映像、啓発文を表示し

た。 

交通安全教室 

4月 17日（木） 

4月 21日（月） 

4月 28日（月） 

4月 30日（水） 

5月 23日（金） 

5月 29日（木） 

伊保南小学校 

北浜小学校 

曽根小学校 

伊保小学校 

高砂小学校 

荒井小学校 

高砂市・高砂警察署が開催してい
る教室に参加し、踏切を渡るとき
の注意点などを啓発した。 

夏の交通事故防止運動 
7 月 15 日（火）

～24（木） 

高砂駅・荒井駅・ 

伊保駅・山陽曽根駅

及び電車内 

各駅（市内 4駅）及び電車内にお

いて、交通事故防止運動の啓発放

送を実施した。また、各駅の情報

ディスプレイに啓発映像、啓発文

を表示した。 

秋の全国交通安全運動 
9月 21日（日）

～30日（火） 

高砂駅・荒井駅・ 

伊保駅・山陽曽根駅

及び電車内 

各駅(市内 4駅）及び電車内にお
いて、踏切事故防止キャンペーン
のポスター掲出と、啓発放送を実
施する。また、各駅の情報ディス
プレイに啓発映像、啓発文を表示
する。 

自転車安全利用 

街頭啓発（実施予定） 
11月 4日（火） 神鋼前踏切道 

高砂市・高砂警察署・企業等が協

力して実施している活動に参加

し、啓発活動を行う。 

踏切事故防止 

キャンペーン 

（実施予定） 

11 月 1 日（土）

～10日（月） 

高砂駅・荒井駅・ 

伊保駅・山陽曽根駅

及び電車内 

期間中に各駅(市内 4 駅）及び電

車内において、踏切事故防止キャ

ンペーンのポスター掲出と、啓発

放送を実施する。 

11月 4日（火） 神鋼前踏切道 

踏切道において、通行者に対し、

安全啓発グッズの配付と安全啓

発活動（「踏切が鳴ったら渡らな

いで下さい」の声かけ）を実施す

る。 

未定 
沿線の学校   

高齢者施設等 

沿線の学校、高齢者施設等を訪問

し、安全啓発グッズの配付を行

い、安全啓発活動を実施する。 
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（６）無事故・無違反運動 

高砂自家用自動車協会 

運動名 期間 内容 

令和 7年度無事故無違反運動 

｢チャレンジ 100」 

令和 7年 10月 1日（水) 

 

～令和 8年 1月 8日(木） 

安全運転管理者（責任者含む）選任事

業所に勤務する運転者を対象に、事業

所毎にチームを編成し、運動期間中無

事故・無違反の実現を競い積極的な交

通安全活動の推進と運転者個々のマナ

ーアップを図る。 

（一社）高砂自家用自動車協会 （一社）兵庫県自家用自動車協会連合会（一財）兵庫県交通安全協会                               

（一社）兵庫県トラック協会 （一社）兵庫県タクシー協会 （公社）兵庫県バス協会 

 兵庫県自動車販売店交通安全推進協議会 全国共済農業協同組合連合会兵庫県支部 

 

（７）交通安全功労表彰受賞 

高砂市 

表彰名 抑止期間 内容 

交通安全功労表彰 

（一定期間死亡事故抑止） 

令和 6年 12月 20日 

～令和 7年 7月 8日 

抑止期間（200日間） 

人口 5 万人以上 20 万人未満の市区長

で、200 日間地域内で交通死亡事故の

発生を抑止した市町として該当したた

め。 

 

（８）1.自転車交通安全対策重点推進地域の指定 

高砂市 

名 称 期 間 指定基準 

自転車交通安全対策重点推進地域 

令和 7年 4月 1日 

～令和 8年 3月 31日 

までの 1年間 

（１）過去 3 年間における人口 1 万人

あたりの自転車関係事故件数が多い概

ね 5市町 

（２）前記条件に関わらず、兵庫県交

通安全対策委員会が特に必要と認める

市町 

 

2.指定基準（１）に該当する高砂市を含む他市町の状況            令和 4年～令和 6年 
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 3.高砂市の自転車の関係する事故件数の推移               令和元年～令和 7年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和元年 9 月末と比較して約 55％（-70 件）減少し、令和 6 年 9 月末と比較して 3 件減少している。令

和 6年中、自転車の関係する事故件数は 87件で過去最少であった。 

○毎月 2 日の自転車安全利用の日に合わせた啓発活動、イベント型交通安全教室の実施、各年代に合わせ

た自転車交通安全教室等を実施。 

○自転車専用通行帯等ハード面の整備と走行方法の周知を実施。 

○自転車交通安全対策重点推進地域から除外となるため、交通安全関係団体、企業、県立高校生徒会等と

協力し、ハード面の整備と合わせて交通安全活動を行う。 
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（９）デジタルサイネージ設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1荒井・塩市準幹線道路（自転車指導啓発重点路線）に設置。 

 

2.リアルタイムで危険箇所をドライバー等に通知する仕組みを本格導入。 

 

3.①、②については優先道路及び非優先道路に向け注意喚起の対策を行う。 

 

4.③、④は優先道路側に注意喚起を行う。 

 

5.自転車交通安全対策重点推進地域から除外となる解決策としての取組。 

 

6.令和 6年度の実証実験（3箇月）を踏まえ、5年間設置し効果を図る。 

 

7.注意喚起看板の設置前後の自転車利用者の挙動の変化により効果を図る予定。 
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（４）令和７年度 交通安全教育実施状況   

           令和７年 9月末現在 
・段階的かつ体系的な交通安全教育の推進                                     

実施機関：高砂市・高砂警察署・高砂交通安全協会 

高砂地域交通安全活動推進委員協議会・JAF 

播磨自動車教習所・山陽電気鉄道㈱ 

○園児・保護者に対し参加・体験型の交通安全教育 

 と、啓発チラシを配布し家庭からの交通安全教育を 

 依頼 

○自転車交通安全教室の実施  

小学生・中学生・高校生                                          歩行練習（曽根こども園） 

○一般市民に対する参加・体験・実践型の交通             

安全講座                           

○高齢者に対する交通安全教室の実施及び出前講座及び 

大型商業施設での交通安全教育 

○外国人対象の交通安全教室                        

○広報紙・放送による継続的な広報 

○出前講座の実施                         

○高砂市フェイスブック等による広報 

                                                          高齢者交通教室（シルバー人材センター） 

・各学校での効果的な交通安全教育の推進  

 実施機関：高砂市・高砂警察署・高砂交通安全協会    

高砂地域交通安全活動推進委員協議会・山陽 

電気鉄道㈱                     

○朝の見守り活動 

○放課後見守り活動                         

○交通安全教室 

○安全な通学路の確認                        

○登校班指導                               

○自転車ヘルメット着用の推進                  外国人対象自転車交通安全教室（Nest21） 

○踏切の安全な渡り方等を指導 

・交通安全の確保と周知の徹底                

実施機関：高砂市・高砂警察署 

○全年齢自転車ヘルメット着用の推進       

○全席シートベルト着用、チャイルドシートの着用    

 の徹底                        

○新たな移動手段（電動キックボード）の啓発と走行 

 ルールの啓発と周知 

                             高齢者のドライバー講習会（文化会館中ホール） 

                             



- 21 - 

 

 教育実施状況  

・人数・件数は 9月末の実施分（ ）は継続中の事業で、10月以降実施予定 

対象 主 な 教 育 内 容 
実施

時期 
実施団体 

箇所

数 

対象 

人員 

認
定
こ
ど
も
園
・
保
育
園 

 こどもに教える交通安全（園児）  

交通ルールの確認と安全な道路横断 

 市内の幼児交通事故の状況 

 ヘルメット・チャイルドシートの着用指導と

安全な横断の仕方の実演・体験 

4月 

～ 

10月 

高砂市 

高砂警察署 

高砂交通安全協会 

21 714 

 こどもに教える交通安全（保護者） 

 自転車ヘルメットの着用、チャイルドシー 

トの着用徹底と交通ルール及び自転車保険 

加入の指導を実施 

4月 

～ 

10月 

高砂市 

高砂警察署 

高砂交通安全協会 

21 

保護者 

714 

 

小 

学 

生 

安全な登下校のために 

登校時の班旗の使い方等の体験型教育 

踏切の安全な渡り方等を指導 

市内の小学生交通事故の状況 

自転車ヘルメットの着用指導 

4月 

～ 

5月 

高砂市 

高砂警察署 

山陽電気鉄道㈱ 

10 803 

 自転車の交通安全 

 市内の自転車事故発生状況 

 自分にあった自転車の選び方と点検 

 安全確認・障害物の回避・交差点等の安全確 

 認について指導（実技） 

  自転車ヘルメットの着用指導 

9月

～ 

12月 

高砂市 

高砂警察署 

高砂交通安全協会 

地域交通安全活動推

進委員協議会 

ＰＴＡ 

ＪＡＦ兵庫支部 

1 

(9) 
714 

中 

学 

生 

 自転車の交通安全 

 市内の交通事故発生状況 

自転車走行の実技（危険性の認識） 

  自転車安全利用五則に基づく実技指導 

11月 

～ 

12月 

高砂市 

高砂警察署 

高砂交通安全協会 

はりま自動車教習所 

(7) 936 

高 

校 

生 

自転車の交通安全 

 市内の交通事故発生状況 

自転車走行の実技（危険性の認識） 

自転車安全利用五則に基づく実技指導、講話 

5月

～ 

6月 

高砂市 

高砂警察署 

高砂交通安全協会 

はりま自動車教習所 

3 640 

一 

般 

・ 

外

国

人 

等 

 出前講座（各種交通安全教室）      

市内の交通事故発生状況 

 自転車安全利用等の講話による教育を実施

外国人には翻訳アプリにより、走行ルール遵

守等について周知を行う 

 道路横断時の注意点、歩行者優先等について

説明を行い、事故防止の周知を行う 

4月

～ 

3月 

高砂市 

高砂警察署 

 

9 

(1) 

332 

 

  

 高 

齢 

者 

 

高齢者のドライバー講習会 

市内の高齢者に対し、車両運転時の事故防止

上の留意点等について講話を行い、交通安全

意識の高揚を図る 

運転免許自主返納の呼掛けを行う 

運転経歴証明書の所持者に対しコミュニテ

ィーバスが半額になる特典、サイクル＆バス

ライドについて周知を行う 

9月

26日 

高砂市 

高砂警察署  

はりま自動車教習所 

高砂交通安全協会 

1 165 
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教育実施・回数・人員 

対象者 実施回数（回） 対象人数（人） 

幼児 
園 児 ２１  ７１４ 

保護者 ２１ ７１４ 

小 学 校 ２０ １,５１７ 

中 学 校 ７ ９３６ 

高 等 学 校 ３ ６４０ 

高齢者等 １１ ４９７ 

合 計 ８３ ５,０１８ 

                                  

各年代別交通安全教室の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

認定こども園等での安全教室                小学校での安全教室 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

高等学校での自転車交通安全教室           まちづくり出前講座（自転車安全利用） 
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（５）令和７年度 自転車ヘルメット着用状況調査表 

市内１０小学校 
 

年度 児童数 保有者数 着用者数 全体保有率 着用率 全体着用率 備 考 

元 4,832 3,661 2,521 75.8% 68.9% 52.2%   

2 4,747 3,698 2,522 77.9% 68.2% 53.1%  

3 4,636 3,608 2,516 77.8% 69.7% 54.3%  

4 4,574 3,559 2,515 77.8% 70.7% 55%  

5 4,407 3,576 2,676 81.1% 74.8% 60.7%  

6 4,276 3,648 2,785 85.3% 76.3% 65.1%  

7 4,171 3,541 2,591 84.9% 73.2% 62.1%  

増減 -105 -107 -194 -0.4% -3.2% -3% 増減は R6と R7で計算 

市内１９認定こども園、保育園 

年度 児童数 保有者数 着用者数 全体保有率 着用率 全体着用率 備 考 

元 2,086 1,474 1,227 70.7% 83.2% 58.8%   

2 2,092 1,523 1,266 72.8% 83.1% 60.5%  

3 2,028 1,484 1,227 73.1% 82.6% 60.5%  

4 1,877 1,478 1,305 78.7% 88.3% 69.5%  

5 1,818 1,414 1,287 77.8% 91% 70.7%  

6 1,757 1,375 1,246 78.3% 90.6% 70.9%  

7 1,731 1,341 1,230 77.5% 91.7% 71.1%  

増減 -26 -34 -16 -0.8% 1.1% 0.2% 増減は R6と R7で計算 

 

市内１０小学校学年別 

学年 児童数 保有者数 着用者数 保有率 着用率 自転車無 構成率 

1年 666 545 414 81.8% 76.0% 94 14.1% 

2年 643 548 419 85.2% 76.5% 59 9% 

3年 688 607 481 88.2% 79.2% 65 9.4% 

4年 730 635 464 87% 73.1% 61 8.4% 

5年 719 627 470 87% 75.0% 56 7.8% 

6年 725 579 343 79.9% 59.2% 39 5.4% 

全体 4171 3541 2591 84.9% 73.2% 374 9% 
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（６）高砂市自転車ヘルメット着用促進の取り組み 

  

○市内小学生児童で交通安全教室受講児童及び出前講座受講者に対し、自転車教室 

受講修了証を交付。 

 ※令和元年度から実施（市内の小学校 10校の 3年生または 4年生に交付） 

※令和５年４月１日からの全年齢努力義務化により対象を拡大 

 

○自転車安全利用五則を遵守することを周知し、乗車時のヘルメット着用を約束。 

 

○自転車教室受講修了証の提示により、ヘルメット購入時に 5％割引の特典。 

※市内の自転車等販売店 3店舗の協力により実施 
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伊保小学校での自転車交通安全教室 
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○令和 7年 9月 8日（月）ぼっくりんヘルメット贈呈式典。 

 

○高砂通運株式会社から自転車ヘルメット着用促進と自転車事故ゼロを願い、高砂市のブラ 

イダルマークの色に合わせたぼっくりん専用ヘルメットの寄附がありました。 

 

○贈呈式式典の後、ヘルメット着用促進啓発活動を実施。 

 

○自転車ヘルメット着用促進活動にぼっくりんも参加し着用率 100％を目指します。 
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（７）令和７年度 交通安全啓発活動状況（広報他）         

事業名 事業内容 場所 広報活動 

自転車ヘルメット着用促進 
自転車ヘルメット着用 

促進ポスター掲示 

コメダ珈琲 

高砂松陽店 

令和 7年 6月 4日（水） 

高砂市 Facebook公開 

交通安全啓発活動 
電動キックボード等安全

利用啓発活動を実施 

高砂市役所 

本庁舎前 

令和 7年 7月 31日（木） 

高砂市 Facebook公開 

まちづくり出前講座 

交通安全教室 

夏休み期間中に小学校児

童を対象に交通安全教室

を実施 

阿弥陀 
令和 7年 8月 14日（木） 

高砂市 Facebook公開 

バイクの日イベント 
バイクの日にちなんで交

通安全啓発活動を実施 

はりま高齢者講

習専門校 

令和 7年 8月 27日（水） 

高砂市 Facebook公開 

ぼっくりんヘルメット贈呈式 

ぼっくりんヘルメット贈

呈式式典後に本庁舎前で

啓発活動を実施 

高砂市役所 

本庁舎前 

令和 7年 9月 16日（火） 

高砂市 Facebook公開 

自転車交通安全教室 
大型商業施設でイベント

型の交通安全教室を実施 
イオン高砂店 

令和 7年 9月 22日（月） 

高砂市 Facebook公開 

 

高砂市公式フェイスブックによる広報活動 
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（８）放置自転車等対策の状況 

 高砂市自転車等の放置の防止に関する条例（平成 8年施行） 
 

 

区

分 

 

① 

広報(指導) 

 

 

② 

警 告 

 

③ 

撤 去 

 

④ 

告 示 

 

⑤ 

保 管 

 

⑥ 

返 還 

業 

 

務 

 

実 

 

施 

 

状 

 

況 

 

市内 6駅 

ＪＲ 2駅 

山電 4駅 

同左 

 

同左 

 

 

撤去した自転

車の台数等を

告示 

 

保管場所 1箇所 

（伊保陸橋下） 

 

 

同左 

 

保管手数料 

原  付 4,000円 

自転車 2,000円 

（R7.7.1～） 

10時～ 

12時 
同左 13時 

1ヶ月ごと

に告示 

告示日から 

6ヶ月間 

返還日 

（祝日等除く） 

日・月・火・木・

金 

14：30～ 

16：00 

※返還時間 

32回/年 同左 同左 

業 

 

務 

 

内 

 

容 

○テープによ

る広報 

区域内の放

置自転車の速

やかな移動 

 

 

 

○放置自転

車 に 警 告

書を貼る。 

 

○駐輪自転

車の整理 

○テープによる 

広報 

○警告を貼る 

○撤去時チェック

カード記入 

○撤去 

○駐輪場内自転車

の整理 

○1 ヶ月単位で

告示 

場所 

撤去日 

台数 

返還場所 

保管期間 

返還事務の日 

返還費用と手続 

引き取り手のな

い自転車の措置 

○告示日から 6 ｹ月

間保管 

 

保管台帳作成 

所有者照会 

返還通知 

 

○返還に係る書

類の作成 

 

 

○保管手数料の

徴収 

 

 

R 3 年度    92 台 

R 4 年度  107 台 

R 5 年度  159 台 

R 6 年度   132 台 

R 7 年度  55 台 

 （ R7 は 9 月末） 

 

 

 

 

 R 3 年度 38 台 

R 4 年度 48 台 

R 5 年度 77 台 

R 6 年度  42 台 

R 7 年度 19 台 

（ R7 は 9 月末） 



- 30 - 

 

自転車等撤去状況 

年度 撤去台数 返還台数 

20年度 610 321 

21年度 456 212 

22年度 474 245 

23年度 451 202 

24年度 385 197 

25年度 338 182 

26年度 210 93 

27年度 164 50 

28年度 143 48 

29年度 135 57 

30年度 134 69 

元年度 145 71 

2年度 93 36 

3年度 92 38 

4年度 107 48 

5年度 159 77 

6年度 132 42 

7年度 55 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成８年度の条例施行当初は、撤去自転車等が２,５４９台であった。 

○令和６年度の撤去台数は１３２台で、令和５年度の１５９台から約１７％減少した。 

○令和７年度については、放置自転車等の撤去台数、返還台数ともに減少傾向にある。 

 ※撤去台数 ５５台 返還台数 １９台（令和７年９月末現在）※自転車１９台 原付０台 

○令和７年７月１日から自転車等保管手数料が変更（自転車２,０００円 原付４,０００円） 

 

 

 

放置禁止区域外の放置自転車 

 

ＪＲ宝殿駅北側の放置自転車 
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（９）第 11次高砂市交通安全計画（目標達成状況） 
             

目 標            

道路交通            

(1)交通事故死者数を０にする。          

(2)交通事故死傷者数を 400人以下にする。         

(3)交通事故重傷者数を 10人以下にする。         

(4)自転車の関係する事故件数を、前年比-10件を継 続して、120件以下にする。     

(5)踏切事故件数を０にする。          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 実績（H27） 目標 実績（R2） 目標 実績（R3） 実績（R4） 実績（R5） 実績（R6） （R7）9末

死者数 0人 1人 0人 3人 0人 2人 1人 2人 0人 0人 〇

重傷者数 目標設定なし 48人 目標設定なし 27人 10人以下 24人 22人 22人 2１人 14人 ×

死傷者数 800人以下 772人 600人以下 509人 400人以下 472人 441人 393人 370人 197人 〇

自転車事故件数 目標設定なし 198件 目標設定なし 150件 120件以下 142件 119件 119件 87件 58件 〇

踏切事故件数 0件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 〇

達成

道
路

指標
第9次計画（H23～H27） 第10次計画（H28～R2） 第11次計画（R3～R7）
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（１０）高砂市内における交通事故発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画 年中
目標死者
（人）

目標死傷者数
（人）

死者
（人）

傷者
（人）

死傷者
（人）

人身事故
（件）

重傷者
（人）

平成18年 4 922 926 779 54

平成19年 4 835 839 701 54

平成20年 5 845 850 732 85

平成21年 4 851 855 732 59

平成22年 1 861 862 734 52

平成23年 3 886 889 748 49

平成24年 3 890 893 741 58

平成25年 3 710 713 604 55

平成26年 3 780 783 636 55

平成27年 1 771 772 626 48

平成28年 4 720 724 596 40

平成29年 2 694 696 569 44

平成30年 4 589 593 484 50

令和元年 1 640 641 523 36

令和2年 3 506 509 431 27

令和3年 2 470 472 396 24

令和4年 1 440 441 352 22

令和5年 2 391 393 351 22

令和6年 0 370 370 305 21

令和7年

令和8年

令和9年

令和10年

令和11年

令和12年

700以下

400以下
※重傷者数
10以下

第12次計画 0

第10次計画

第11次計画 0

0

0

0第8次計画

第9次計画

900以下

800以下
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○高砂市交通安全対策会議条例 

平成26年３月31日高砂市条例第３号 

（設置） 

第１条 交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号）第18条第１項の規定に基づき、高砂市交通安全

対策会議（以下「対策会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 対策会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 高砂市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に

関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 

（会長及び委員） 

第３条 対策会議は、会長及び25人以内の委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。 

(１) 国の関係地方行政機関の職員 

(２) 兵庫県の知事の部内の職員 

(３) 兵庫県高砂警察署長 

(４) 高砂市教育委員会の教育長 

(５) 高砂市消防長 

(６) 学識経験を有する者 

(７) 市民を代表する者 

６ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

７ 委員は、再任されることができる。 

（特別委員） 

第４条 対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。 

２ 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。 

３ 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。 

 

（幹事） 
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第５条 対策会議に、幹事を置くことができる。 

２ 幹事は、関係機関の職員のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。 

３ 幹事は、対策会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。 

（補則） 

第６条 この条例に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮っ

て定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和35年高砂市条例第５号）の

一部を次のように改正する。 

別表環境審議会の項の次に次のように加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 37 - 

 

 

○高砂市自転車等の放置の防止に関する条例 

平成８年７月１日高砂市条例第９号 

（目的） 

第１条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民の生活環境の

保全と都市機能の維持を図り、もって市民生活の安全を保持し、良好な都市環境の形成に資するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 公共の場所 道路、公園、広場、緑地、河川その他公共の用に供する場所で自転車等駐車場

以外の場所をいう。 

(２) 自転車等 道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第10号に規定する原動機付自転

車及び同項第11号の２に規定する自転車をいう。 

(３) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者又は所有者（以下「利用者等」という。）が

当該自転車等を離れて、直ちにこれを移動することができない状態をいう。 

(４) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。 

（市長の責務） 

第３条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の放置の防止について必要な施策を策定

し、これを実施するものとする。 

（市民の責務） 

第４条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識の向上に努め、この条例の目的を達成するため、

市長が実施する施策に協力しなければならない。 

（自転車等の利用者等の責務） 

第５条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めなければならない。 

（自転車等放置禁止区域の指定） 

第６条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁

止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域（以下「放置禁止区域」という。）として指

定することができる。 

２ 市長は、前項の規定により放置禁止区域の指定をするときは、その旨を告示しなければならない。 

３ 市長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化に応じ、当該放置禁止区域を変更し、又はその

指定を解除することができる。 

４ 第２項の規定は、前項の規定により放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除する場合につい

て準用する。 

 

（自転車等の放置の禁止） 
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第７条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。 

（放置禁止区域内の自転車等の放置に対する措置） 

第８条 市長は、前条の規定に違反して、自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者

等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動することを命ずることができ

る。 

２ 市長は、前項の命令に従わないとき、又は付近に利用者等がいないと認められるときは、放置さ

れている自転車等を移動し、保管することができる。 

３ 市長は、緊急やむを得ないと認めるときは、第１項の規定による命令を行わずに、前項の措置を

講ずることができる。 

（放置禁止区域外の自転車等の放置に対する措置） 

第９条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所においても、市民の良好な生活環境を確保する必要が

あると認められるときは、自転車等の利用者等に対し、当該場所に自転車等を放置しないよう指導

及び警告を行うことができる。 

２ 市長は、前項の規定による指導及び警告を行ったにもかかわらず、当該場所において規則で定め

る期間移動されることなく放置されている自転車等については、当該自転車等を移動し、保管する

ことができる。 

（保管した自転車等の措置） 

第10条 市長は、第８条第２項及び第３項並びに前条第２項の規定により自転車等を移動し、保管し

たときは、規則で定めるところによりその旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に当該

自転車等を返還するため必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

２ 市長は、前項の措置を講じた後、利用者等が確認できない自転車等及び利用者等が引き取らない

自転車等については、同項の告示の日から起算して６月を経過した後、処分することができる。 

（費用の徴収） 

第11条 市長は、第８条第２項及び第３項並びに第９条第２項の規定により自転車等を移動し、保管

したときは、それに要した費用として次の各号に定める額を当該自転車等の利用者等から徴収する

ことができる。 

(１) 原動機付自転車 １台につき2,000円 

(２) 自転車 １台につき1,000円 

（委任） 

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成８年12月１日から施行する。 

 

 

 


